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条   例 

 

  
本号で公布された主な条例のあらまし 

  

    

 

 

 

◇新潟県新型コロナウイルス感染症対策等応援基金条例（新潟県条例第34号） 

１ 基金の設置 

新型コロナウイルス感染症の発生を受け、安全及び安心な県民生活の確保に取り組む医療従事者をはじめと

する方々の活動を支援するとともに、将来に向けた医療提供体制の充実強化、教育環境の整備等感染症を含む

危機に強い県民生活及び事業等の環境整備に要する経費に充てるため、新潟県新型コロナウイルス感染症対策

等応援基金を設置することとしました。 

２ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第35号） 

１ 個人番号の利用範囲の改正 

  私立の高等学校の専攻科の生徒に対する修学支援制度の創設を踏まえ、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づき条例で定める個人番号を利用することができる事務に、当該制

度に係る修学の支援に関する事務を追加することとしました｡(別表第１関係） 

２ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第36号） 

１ 特殊勤務手当の見直し 

国家公務員に準じ、新型コロナウイルス感染症対策に係る作業に従事した職員に対して手当を支給するため、

防疫等作業手当の特例措置を設けることとしました｡(附則第６項及び第７項関係） 

２ 施行期日等 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、令和２年２月１日から適用することとしました。 
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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 新潟県新型コロナウイルス感染症対策等応援基金条例 

(2) 新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

(4) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例の一部を改正する条

例 

令和２年７月10日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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新潟県条例第34号 

新潟県新型コロナウイルス感染症対策等応援基金条例 

 （設置） 

第１条 新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）附則第１条

の２第１項に規定するものをいう｡)の発生を受け、安全及び安心な県民生活の確保に取り組む医療従事者をは

じめとする方々の活動を支援するとともに、将来に向けた医療提供体制の充実強化、教育環境の整備等感染症

を含む危機に強い県民生活及び事業等の環境整備に要する経費に充てるため、新潟県新型コロナウイルス感染

症対策等応援基金（以下「基金」という｡)を設置する。 

 （積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。 

 （繰替運用） 

第４条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （収益金の処理） 

第５条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとす

る。 

 （処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てるため、一般会計歳

入歳出予算で定めるところにより一般会計へ繰り出すものとする。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第35号 

新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年新潟県条例第57号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表第１（第２条関係） 

執行機関 事務 

（略） 

３ 知事 （略） 

３の２ 知事 私立の高等学校の専攻科（学

校教育法（昭和22年法律第26

号）第58条の２の基準を満た

す課程又は国家資格（資格の

うち、法令において当該資格

を有しない者は当該資格に係

る業務若しくは行為を行い、

若しくは当該資格に係る名称

を使用することができないこ

ととされているもの又は法令

において一定の場合には当該

資格を有する者を使用し、若

しくは当該資格を有する者に

当該資格に係る行為を依頼す

ることが義務付けられている

ものをいう｡)を取得しようと

する者の養成課程のあるもの

に限る｡)の生徒に対する修学

の支援に関する事務であって

規則で定めるもの 

（略） 
 

別表第１（第２条関係） 

執行機関 事務 

（略） 

３ 知事 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
  

  
 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第36号 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

職員の特殊勤務手当に関する条例（平成12年新潟県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

改 正 後 改 正 前 

   附 則 

１～５ （略） 

 （新型コロナウイルス感染症に対処するための手

当の特例） 

６ 職員が新型コロナウイルス感染症（新型コロナ

ウイルス感染症を指定感染症として定める等の政

令（令和２年政令第11号）第１条に規定するもの

をいう。以下この項において同じ｡)から県民の生

命及び健康を保護するために緊急に行われる措置

に係る次に掲げる作業に従事したときは、防疫等

作業手当を支給する。この場合において、第14条

の規定は適用しない。 

 (1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはそ

の疑いのある者（以下この項において「患者等」

という｡)に接して行う作業又は患者等が使用し

た物件を処理する作業（次号に掲げる作業を除

く｡) 

 (2) 患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間

にわたり接して行う作業その他これらに準ずる

作業として任命権者が人事委員会と協議して定

める作業 

７ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につ

き、次のとおりとする。 

作 業 の 区 分 手当の額 

前項第１号に掲げる作業 3,000円 

前項第２号に掲げる作業 4,000円 

  

   附 則 

１～５ （略） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和

２年２月１日から適用する。 
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新潟県条例第37号 

新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例の一部を改正する条

例 

新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例（平成12年新潟県条例第

24号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表（第２条関係） 

手数料を納めなければならない者 手数料の額 

（略） 

10 医薬品又は医薬部外品に係る

法第14条第１項の承認を受けよ

うとする者に係る同条第７項に

規定する調査又は法第80条第１

項に規定する輸出用の医薬品又

は医薬部外品の製造をしようと

する者に係る同項に規定する調

査を受けようとする者 

(1)～(10) （略） 

（略） 

11 医薬品又は医薬部外品に係る

法第14条第１項の承認を受けた

者に係る同条第７項に規定する

調査又は法第80条第１項に規定

する輸出用の医薬品又は医薬部

外品の製造をしている者に係る

同項に規定する調査を受けよう

とする者 

(1)～(6) （略） 

（略） 

12 医薬品又は医薬部外品に係る

法第14条第13項に規定する承認

事項の変更の承認を受けようと

する者 

(1)～(5) （略） 

（略） 

（略） 
 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなければならない者 手数料の額 

（略） 

10 医薬品又は医薬部外品に係る

法第14条第１項の承認を受けよ

うとする者に係る同条第６項に

規定する調査又は法第80条第１

項に規定する輸出用の医薬品又

は医薬部外品の製造をしようと

する者に係る同項に規定する調

査を受けようとする者 

 (1)～(10) （略） 

（略） 

11 医薬品又は医薬部外品に係る

法第14条第１項の承認を受けた

者に係る同条第６項に規定する

調査又は法第80条第１項に規定

する輸出用の医薬品又は医薬部

外品の製造をしている者に係る

同項に規定する調査を受けよう

とする者 

(1)～(6) （略） 

（略） 

12 医薬品又は医薬部外品に係る

法第14条第９項に規定する承認

事項の変更の承認を受けようと

する者 

(1)～(5) （略） 

（略） 

（略） 
 

  

附 則 

 この条例は、令和２年９月１日から施行する。 
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